
今日のプログラム

１．勉強会②「知床のブランディング」について （45分）
／ 斜里町地域プロジェクトマネージャー 初海 淳 氏

全体会議③ 10月25日（火）18:00～20:00 産業会館

２．説明「第7次総合計画策定 当面の進め方」について （15分）
／ 事務局：鹿野企画総務課長

３．各部会協議 （50分）
①個別計画の説明（1つ目）

②今後のスケジュール（部会）
・部会の開催計画（～R5.2頃まで）
・タウンウォッチング（視察）

＜休憩：10分＞
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第７次斜里町総合計画策定
当面の進め方

2022/10/25 18：00～
斜里町総合計画策定委員会事務局

（企画総務課長） 鹿野能準

策定委員会全体会議



０．はじめに

１．「自治基本条例」と「総合計画」

２．第7次斜里町総合計画策定の進め方

４．質疑

３．今後の策定スケジュール

＜内容＞ 3



１．「自治基本条例」と「総合計画」①

斜里町自治基本条例（平成25年4月1日施行）

前文

わたくしたちのまち斜里町は、知床の厳しくも豊かな自然のもとで、幾多の困難を乗り
越えてきた先人たちが、たゆまぬ努力と英知によって築いてきました。
（中略）わたくしたちを取り巻く自治の環境が、地方分権から地域の自主性及び自立性を
高めるための改革に向かうなど、大きく変わりゆく中においても、先人の築いた斜里町
を、さらに発展させ、次の世代に継承していかなければなりません。
そのためには、人と人とのつながりと地域の絆を大切にし、様々な価値観を認め合って、
信頼関係を高めながら、まちづくりをすすめていくことが必要です。町民一人ひとりが自
分たちの地域は自分たちで治める自治の精神にのっとり、積極的にまちづくりに参画し、
みんなで手をたずさえて住みよい斜里町を築くため、自治の最高規範として、わたくした
ちは、ここに斜里町自治基本条例を制定します。
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１．「自治基本条例」と「総合計画」②

（基本理念）
第 4 条町民は、自治の主権者であり、まちづくりの主体
です。

2 議会及び行政は、町民の信託にもとづいて町政を進めま
す。

3 町民、議会及び行政は、それぞれの役割と責任を相互に
認識しながら、ともに協力し、ともに考え、ともに行動
してまちづくりに取り組みます。
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１．「自治基本条例」と「総合計画」③

（基本原則）
第 5 条町民、議会及び行政は、次に掲げる原則に沿って、
まちづくりを進めます。

（1）情報共有の原則
（2）町民参加の原則
（3）協働の原則
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１．「自治基本条例」と「総合計画」④

（計画）
第 30 条町長は、総合的かつ、計画的な町政運営を図るた
め、総合計画を策定します。

2 町長は、総合計画の策定にあたっては、町民への情報提
供と町民の参加機会の充実に努めます。

3 議会及び行政は、総合計画をまちづくりにおける最上位
の計画として位置づけ、重要な個別行政の基本となる計
画等の策定及び事業の実施にあたっては、総合計画と整
合を図ります。

4 町長は、総合計画を効果的かつ、着実に推進するため、
適切に進行管理を行います。
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第6次斜里町総合計画
では、単位施策ごとに
町民参加・協働の度合
いを「大・中・小」で
表現しています。

１．「自治基本条例」と「総合計画」⑤ 8

町民憲章

１．元気で働き、みんなで豊かなまちをつくりましょう
１．決まりを守り、みんなで明るい街を作りましょう
１．親切をつくし、みんなで平和なまちをつくりましょう
１．自然を愛し、みんなで美しいまちをつくりましょう
１．文化を高め、みんなで楽しいまちをつくりましょう



なぜ、町民の皆さんと行政委員が一緒に参加して総
合計画をつくるのか？（まとめ）

１．「自治基本条例」と「総合計画」⑥

①町民は、自治の主権者であり、まちづくりの主体（第4条）

②そのために「情報共有」「町民参加」「協働」の３つの
原則（第５条）

④総合計画の策定にあたっては、町民への情報提供と町民の
参加機会の充実に努める（第30条②）

③総合計画はまちづくりにおける最上位の計画（第30条①）

第7次計画でも、この考えは変わりません
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【第5次総合計画まで】
・行政が素案を作成
・審議会で審議
・議会で審議

２．第7次総合計画策定の進め方①

【第6次総合計画～】
・策定委員会の役割は、町長からの「調査の求め」
に応じて、総合計画の基本構想と基本計画を
「提言書」としてまとめ、提言すること

・策定委員（町民委員＋行政委員）と行政で成案
※ 第7次では、白紙からのスタートではなく

行政委員が「たたき台」を作成
※ 策定委員の皆さんの意見を尊重しながら
全体のバランス、表現方法など行政側と
調整を進めながら成案していきます。
（キャッチボール）

・議会に成案を提案し、審議・議決
※ 修正を求められる場合もあります。

●基本構想（P19-36）
●基本計画（P37-129）
●提言にあたって（P132）

斜里町自治基本条例
の施行（H25.4）
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２．第7次総合計画策定の進め方② 11



２．第7次総合計画策定の進め方③ 12

＜Step1 第6次総合計画の反省・評価＞

○いただいたご意見を整理したものを配布。

○他の分野も含めてご意見等があれば部会の際、または事務局

までお寄せください。

○反省・評価 今後の流れ

●10/25 全体会議で評価結果（一覧）を配布

●11月中 部会の際などに集約

●12月上旬 政策会議で決定

●12/14-16 議会全員協議会で説明

●1月ごろ 斜里町ホームページ上に掲載



２．第7次総合計画策定の進め方③ 13

＜Step２ 「課題の材料」をあつめる（～2月中旬）＞

○「不満」「問題」「要望」「願い」

などを洗い出します → 「課題の素材」

○そのために

●学習会（全体会）

●関連する「個別計画」の説明など（部会）

●タウンミーティング（現地視察・部会）

●町民アンケート からの拾い出し

●その他のワークショップやアンケート

（高校生、青年層・・・）
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２．第7次総合計画策定の進め方③ 14

＜Step２ 「課題の材料」をあつめる（～2月中旬）＞

課題の材料（例 しごと・農業）

どこから 課題の材料 内容（具体的に）

全体学習 パート等の雇い
入れが難しく
なっている

人口減少、高齢化が進み、繁
忙期の農業現場や関連工場で
の人手確保ができなくなって
きている。

第5次斜里町農
業・農村振興計画

スマート農業推
進のための環境
整備

経営規模拡大が進めるために
自動操舵トラクターやドロー
ンの普及が必要。

タウンミーティン
グ（現地視察）

農業振興セン
ターの老朽化と
役割の変化

建設から25年以上が経過し、
設備などの改修が必要になっ
てきている。

最終的に、全体会で
材料をグループ化して、

「課題」を
整理していきます

(2月中旬予定)

今回の後半から
「部会」で
「課題の材料」を
あつめていきます



３．今後の策定スケジュール
段階 内容

Step2 R5.2月頃まで 【課題の整理】
○課題の材料をあつめる
●学習会（全体会）
●関連する「個別計画」の説明
●タウンミーティング（現地視察）
●町民アンケート
●その他ワークショップやアンケート

Step3 R5.3月～
R5.5月頃まで

【基本構想・基本計画（素案）の作成】
○現状と課題 ○目的
○成果指標 ○単位施策の検討

Step4 R5.6月～
R5.8月頃まで

【調整】
○他の部門、町との調整

→ 基本構想・基本計画（案）

Step5 R5.9月～
R6.3月頃まで

【総合計画案の完成】
○パブリックコメントの実施（9月）
○議会との調整（文言修正等） →議決
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